
クリーンウッド法に基づく登録業務の主な流れ

事前相談、見積り

申請書類の作成、申請

申請書類一式の形式チェック

審査（主として書面）

合否判定、結果通知

登録証の発行

登録簿への登録、公示

・年度報告（数量等）

合 否否
是正対応等

見積書

申請書、添付資料
誓約書
登録免許税領収書コピー仮受理書、請求書

登録申請料

受理書
必要な場合追加資料等

・変更届
（登録事項の変更）

審査のポイント（判断省令）
１．事業範囲
２．合法伐採木材の利用確保措置
・原材料の合法性確認方法
・木材等の譲渡時の措置
・記録の管理方法（5年間）

３．体制の整備
（分別管理、責任者、行動規範等）
４．その他
（誓約書、宣誓書等）

是正後

登録後の手続き

・更新審査（5年ごと）


